
二十歳のつどい二十歳のつどい実行委員実行委員を募集募集二十歳のつどい
は た ちは た ち

電話・電子メールで、事業名・
住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・生年月日・出身中学校
を、生涯学習課生涯学習事業係
☎（３８０２）４５７５
め shakyo-shakyo@c i ty .
arakawa.lg.jp

申 込 み
問 合 せ

15人程度募集人数

７月下旬第１回実行委員会
５月29日㈮締 切 り

※謝礼・交通費はありません

令和９年１月11日㈷期 日

サンパール荒川大ホール会 場

記念式典、実行委員による企画等内 容

▶午前の部……午前11時～正午
▶午後の部……午後２時～３時時 間

平成18年４月２日～19年４月１日
生まれの方
▶ 午前の部……四中・五中・七中・
九中・尾久八幡中・原中卒業の方
▶ 午後の部……一中・三中・南二
中・諏訪台中卒業の方

対 象

※ 区立中学校を卒業していない方は、住所がある区
立中学校の学区域が参加目安

たくさん体を動かそうスポーツ教室 受講生を募集の
　各教室の募集内容等の詳細は、各チラシ・荒川区ホームページをご覧ください。 ※抽選（区内在住・在勤・在学・在園の方が優先）

区役所３階スポーツ振興課、荒川総合スポーツセンター、あらかわ遊園
スポーツハウス仮設事務所、各図書館・図書サービスステーション・区
民事務所・ふれあい館、荒川区ホームページ

チラシの
配 布

５月18日㈪～31日㈰（必着）に来所（返信用はがきを持参）・往復は
がき・荒川区ホームページ（下の二次元コード）で、希望する教室名・
住所・氏名・電話番号・生年月日・年齢・性別・住所区分（区内在住・
在勤・在学・在園もしくは区外在住）を、〒116-0011荒川区西尾久８
-１-４あらかわ遊園スポーツハウス仮設事務所
☎（３８００）７３３３

申 込 み
問 合 せ

期  間 ９月～12月

あらかわ遊園スポーツハウス
出張スポーツ教室第２期

　あらかわ遊園スポーツハウスのリニューアル工事に伴う取り組みとして、近隣
のふれあい館等でスポーツ教室を実施します。

※一部の教室は７月から開講
※ 定員に満たない教室は２次募集を行います。なお、２次募集でも定員に満たない場合は、休講
することがあります

※往復（返信）はがき１枚につき１教室の申し込み
※電子申請の当選結果はホームページに公表します

荒川総合スポーツセンター
第２期定期制教室

区役所３階スポーツ振興課、荒川総合スポー
ツセンター、あらかわ遊園スポーツハウス仮
設事務所、各図書館・図書サービスステーシ
ョン・区民事務所・ふれあい館、荒川総合ス
ポーツセンターホームページ

チラシの
配 布

６月７日㈰午後７時30分締 切 り

荒川総合スポーツセンター
☎（３８０２）３９０１問 合 せ

▶特別教室　▶大人フロア教室
▶子どもフロア教室　▶キッズルーム教室募集教室

開講期間 ８月１日㈯～11月30日㈪

荒川総合スポーツセンターホーム
ページ（右の二次元コード）・ス
ポーツセンターれんらくアプリで申 込 み
ほhttps://www.arakawa-sposen.com

　令和７年中の所得が右表の範囲以内に該当す
ると思われる方は、５月29日㈮までに申請し
てください。認定されると、申請の翌月分から
支給されます。
※現在、手当を受給している方は申請不要です

申請・問合せ 来所で、子育て支援課子育て給付係☎（３８０２）４８３２

扶養人数 所得制限限度額
0 366万1000円
1 404万1000円
2 442万1000円
3 480万1000円

以降、1人増すごとに38万円を加算
※ 所得は地方税法に規定する所得額から
社会保険料相当額（８万円）のほか、
医療費控除、ひとり親控除等の該当す
る控除額を引いた額です。所得の算出
方法は、お問い合わせください

児童育成手当（育成手当）

対 象
平成20年４月２日以
降生まれの児童を養育
している母子・父子家
庭等の方

手当月額 １万3500円
（児童１人につき）

児童育成手当（障害手当）

対 象

20歳未満で、次のいずれかに該当す
る障がいがある児童を養育している方
●「愛の手帳」１～３度程度
●「身体障害者手帳」１・２級程度
●脳性まひまたは進行性筋萎縮症

手当月額 １万5500円（児童１人につき）

のの申請申請をを児童手当児童手当 児童育成手当児童育成手当・・

　出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15
日以内に申請してください。

対 象 高校生年代（18歳まで）の児童を養育し
ている方

支 給 月 ４月、６月、８月、10月、12月、２月

手当月額
●３歳未満（３歳になる誕生月まで）
 ………………………………１万5000円
●３歳～高校生年代…………………１万円
※第３子以降は３万円

申請書の
配 布

区役所２階子育て支援課、荒
川区ホームページ

申 請
問 合 せ

来所・郵送・マイナポータル（上の二次元
コード）で、申請書を、〒116-8501（住
所不要）荒川区役所子育て支援課子育て給
付係☎（３８０２）３８９３
ほhttps://myna.go.jp/

児童手当 児童育成手当
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　〒116-8501
　荒川区荒川２-２-３
　☎（３８０２）３１１１
　FAX（３８０２）６２６２

発行　荒川区

（ （毎月１日・11日・21日

５万8000部発行
※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

荒川区メールマガジンの登録は荒川区ホームページから（携帯電話は t-arakawa@sg-p.jpに空メールを送信）

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

荒川区F
フ ェ イ ス ブ ッ ク

acebook https://www.facebook.com/city.arakawa
荒川区L

ラ イ ン

INE公式アカウント 

@arakawakukoho荒川区Ｘ

 荒川区公式I
イ ン ス タ グ ラ ム

nstagram @arakawa.tourism.official

@arakawaku

新聞未購読で、希望する方には、あらかわ区報を自宅に直接届けます。
電話・荒川区ホームページで、広報・シティプロモーション課☎（３８０２）４９５７


